
者
に
限
る
」
と
し
て
い
ま
す
。 

 

国
保
制
度
に
傷
病
手
当
が

創
設
さ
れ
た
こ
と
は
前
進
で

す
が
、
事
業
者
や
フ
リ
ー
ラ
ン

ス
な
ど
は
対
象
に
な

っ
て
お

ら
ず
、
極
め
て
限
ら
れ
た
者
に

な
っ
て
い
ま
す
。 

 

そ
も
そ
も
国
保
に
傷

病
手
当
が
な
い
の
が

問
題 

 

野
洲
市
の
裁
量
で
創

設
や
拡
充
は
可
能 

 
 

こ
れ
ま
で
国
保
に
は
傷
病
手

当
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

法
律
的
に

「創
設
で
き
な
い
」

と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
厚
労
省
の

「事
務
連
絡

（３

月
２４

日
）
で
も
、
「国
が
示
し
た

対
象
を
超
え
て
の
支
給
は
可

能
」
と
し
て
い
ま
す
。
「国
の
基

準
を
超
え
る
分
に
つ
い
て
は
財

政
支
援
し
な
い
」
と
い
う
問
題

 

 

野並享子 北野１-7-10（電話・ＦＡＸ）587-0985 

工藤義明 小篠原８７９ （電話・ＦＡＸ）588-1856 

東郷正明 比江８６４ （電話・ＦＡＸ）589-4158 

日本共産党野洲市委員会が見解を発表しましたのでお知らせします 

日本共産党野洲市委員会 
２０２０年４月２６日 №360 
 
 

市政や市議会へのご意見 
ご要望をお寄せください 

ホームページをご覧ください 

共産党野洲市議団 検索 
やす民報 

 「やす民報」は、しんぶん「赤旗」とともにお届けしています。ぜひお読みください。日刊紙３４９７円、日曜版９３０円、滋賀民報３８０円 

 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
と
も
な
い
、
国
民
健
康
保
険
に
傷
病
手
当
が
支
給
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
支
給
対
象
者
は

「給
与
を
受
け
て
い
る
被
保
険
者
」
で
す
。

国
民
健
康
保
険
制
度
に
傷
病
手
当
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
は

一
歩
前
進
で
す
が
、
事
業
者
や
フ
り

ラ
ン
ス
は
対
象
外
で
あ
り
制
度
の
拡
充
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

会
社
員
な
ど
の
健
康
保
険

は
傷
病
手
当
が
あ
り
ま
す
が
、

国
民
健
康
保
険
制
度
に
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

政
府
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
防
止
対
策
と
し
て
、

「
厚
労
省
が
財
政
支
援
す
る

の
で
傷
病
手
当
支
給
の
条
件

整
備
を
急
ぐ
よ
う
」
（３
月
２４

日

・
事
務
連
絡
）
と
求
め
て
い

ま
し
た
。
野
洲
市
で
は
、
そ
の

た
め
に
、
６
月
定
例
市
議
会
で

条
例
改
正
が
提
案
さ
れ
ま
す
。 

 

こ
の
ま
ま
で
は
支
給

対
象
者
は
少
数 

  

今
回
の
傷
病
手
当
支
給
対

象
は
、
「新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
に
感
染

（疑
わ
れ
る
も
の

を
含
む
）
し
た
も
の
で
、
給

与
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る

 自民・公明が決めた「減収世帯のみに３０万円」に国民の強い批判が

出ていました。公明の山口代表は安倍首相に「恥を忍んで（一律１０万

円支給）をお願いします」（ＮＨＫ｢ＮEＷＳ７｣報道。4/20）と申し入れ。

そもそも政治は「恥を忍んで」行うものではありませんが、「一律１０万

円支給」は国民の世論と運動が安倍政権を動かし実現したものです。 
 

必要なことは、条件を付けず、早急に資金を届けることです。給付は、

市役所に出向かなくても郵送やメールでできるようにして本人指定の口

座振り込み、口座のない人にも福祉の窓口で支給できるようにします。 

が
あ
り
ま
す
が
、
市
が
枠
を
広

げ
る
こ
と
は
可
能
で
す
。 

 

野
洲
市
が
６
月
議
会
に
提
案

を
予
定
し
て
い
る
の
は

「国
基

準
」
通
り
で
す
。
共
産
党
市
議

団
は
傷
病
手
当
の
支
給
枠
の
拡

大
へ
が
ん
ば
り
ま
す
。 

●対象者は新型コロナウイルス感染症に感染した者、又
は発熱等の症状があり感染が疑われる者  

●個別の支給期間は、労務に服することができなくなっ
た日から起算して３日を経過した日から労務に服す
ることができない期間（ただし、入院が継続する場合
等は健康保険と同様、最長１年６月まで）  

●支給額は、直近の継続した３月間の給与収入の合計額
を就労日数で除した金額 × ２／３ × 日数  

●制度の適用は、令和 2 年 1 月 1 日～9 月 30 日の間 


